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r

議
案
第
/
｢
一
切
　
号

鳥
取
県
町
村
会
館
組
合
の
設
立
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
第
言
八
-
条
讐
項
の
規
定
に
よ
｡
･
鳥
取
-
の
全
町
村
を
も
っ
て
鳥
取
県
町
村
-
に
苧
る
事
務
芸
同
処
等
心

読
.
次
の
と
お
｡
親
約
是
め
､
鳥
取
県
町
村
会
館
組
合
姦
立
す
る
畠
与
る
.

s

g

墓

雷

　

　

　

　

鳥

東

館

東

伯

那

轟

町

長

坂

典

雅

己

昭
吾
三
年
三
月
三
日
原
審
可
決

三
朝
町
議
各
議
長

鳥
取
県
町
村
会
館
組
合
規
約

第

一

車

　

総

　

　

則

(
名
称
)

第
1
条
こ
の
組
合
は
･
-
県
町
村
会
館
組
合
(
以
↑
｢
組
合
｣
と
い
う
｡
)
と
い
う
｡

(
組
合
を
組
織
す
る
地
万
公
共
団
体
)

第
二
条
組
合
は
･
鳥
取
県
円
の
全
町
村
を
も
っ
て
組
綴
す
る
〕

(
共
同
処
理
す
る
専
務
)

第
三
条
組
合
は
,
組
合
を
組
讐
る
町
村
(
以
↑
｢
町
村
｣
と
い
う
｡
)
の
用
に
-
る
最
県
町
村
会
館
に
讐
る
事
務
量
同
処
理
す

る
L
J
と
杏
目
的
と
す
る
｡



･Af

(
事
務
所
の
位
置
)

第
四
条
組
令
の
鰯
務
所
は
烏
政
市
東
町
〒
目
三
百
五
番
地
に
置
く
｡

第

二

革

　

　

議

　

　

会

(
議
会
の
組
織
〕

第
五
条
組
合
の
-
の
議
員
の
定
数
は
↑
人
と
し
,
-
県
町
村
会
の
会
長
･
副
会
長
並
び
に
理
事
の
職
に
在
る
者
及
び
鳥
取
欝
村
議

会
議
長
会
の
会
長
北
び
に
副
会
長
の
職
に
在
る
者
を
も
r
て
こ
れ
に
充
て
る
｡

第
六
条
　
組
合
の
議
会
は
,
組
合
長
を
も
っ
て
議
長
と
す
る
｡

2
組
合
長
に
事
故
が
あ
る
L
J
き
文
は
組
合
長
が
欠
け
1
,
J
J
き
は
･
副
組
合
長
が
年
長
の
唄
に
-
議
長
の
職
警
行
う
｡

第

三

草

　

　

執

　

行

　

機

　

関

(
組
合
長
及
び
副
組
合
長
)

第
七
条
　
組
合
に
組
合
長
及
丁
乱
組
合
長
二
人
*
J
置
く
｡

三
組
合
長
は
･
最
欝
村
会
の
会
長
の
臓
に
在
妥
-
つ
て
こ
れ
に
充
て
､
副
-
長
は
-
県
町
村
会
の
副
会
長
の
職
に
在
る
者

を
も
つ
て
こ
れ
に
充
て
る
.

h
-
)
賢
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
叉
は
組
合
長
が
欠
け
た
と
き
は
､
第
豪
雪
項
の
例
に
よ
-
組
合
長
が
そ
の
職
務
を
代
写
る
｡

(
職
　
員
)

第
八
粂
　
組
合
に
虹
早
で
の
他
の
瑞
早
遠
さ
~
製
品
が
こ
れ
在
任
絶
す
る
｡

(
監
査
要
員
し

第
九
条
　
組
合
に
監
査
要
員
三
人
を
渇
く
O

r
∠
　
監
禿
香
山
は
･
鳥
取
I
J
t
町
村
会
の
監
事
む
暇
に
至
る
弟
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
り

箭
担
帝
　
経
費
の
支
弁
方
法
及
び
収
益
の
処
分
方
法

(
経
費
の
支
弁
万
は
〕

第
十
条
　
組
合
の
経
費
は
､
次
の
収
入
言
,
{
て
こ
I
<
に
璽
去
O



＼

√

7
　
町
村
負
担
金

二
　
親
合
の
財
軒
か
ら
什
す
.
ハ
疫
A

三
　
そ
の
他
の
収
入

(
町
村
負
超
金
)

苧
妄
町
村
負
担
金
の
等
倍
の
総
額
は
予
讐
も
=
し
-
均
等
劃
百
分
竺
↑
､
人
口
-
分
の
八
↑
の
割
合
を
も
っ
て
町
村
に

分
属
す
る
｡

(
収
益
の
処
分
方
7
=
S
)

苧
二
条
組
合
の
財
祭
主
ず
る
収
入
か
組
合
の
粁
費
を
-
る
に
至
っ
た
と
き
は
.
そ
の
撃
…
-
の
実
(
以
下
｢
収
益
｣
と
い
Ⅴ

ニ
封
処
分
方
法
は
-
組
合
の
禦
㌫
議
決
に
三
て
定
言
｡

2
票
の
慧
の
処
宕
法
は
､
-
壷
に
親
登
る
町
村
負
霊
の
分
賦
の
割
合
品
応
す
る
よ
う
慧
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

第

五

章

　

　

細

　

　

則

(
脱
辿
町
村
の
還
付
金
)

.
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.
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･

･

･

　

　

･

･

　

;

:

･

　

･

･

･

"

入
L
;
I
p
町
村
朽
網
金
の
全
街
に
引
当
す
る
金
街
を
そ
の
町
村
に
還
付
す
る
｡

附

　

　

　

則

こ
の
窺
約
は
組
合
の
設
立
に
∵
き
許
可
を
得
た
日
か
ら
準
付
す
る
｡


